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佐藤としみの条文順過去問題集④【国年・厚年編】

（21年版初版用）
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	解答　２
	○　（法4条1項、法25条、令1条1項12号、2項かっこ書）　現物給与の価額を決定する社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長へ委任されている。ただし、社会保険事務所長へは委任されていない。
	×　（法4条1項、法25条、令1条1項12号、2項かっこ書）　現物給与の価額は、「厚生労働大臣が定める」とされている。
	


